
  

 

 

 
 

★「三つの間」          校長 池上 育志 

  

 「楽しかった。」「また、やりたいなぁ。」 

 先日、前年度は実施ができず、私たち教員はやっとという感も伴って「なかよし交流」を３年生と

５年生で校庭にて行った後の玄関口での３年生の子供たちから聞かれた感想です。特に「また、やり

たいなぁ。」は私から少し離れたところにいた子が自然に大変実感をもち心から発言したように聞こえ

ました。「なかよし交流」は２つの学年で高学年がリードしながら定期的に交流する活動です。 

 

 学校では「豊かな人間関係を築く」ことを大切にしています。 

 「豊かな人間関係を築く」ために重要なことは「関わり合う」ことです。 

 そこで、必要なこととして「三つの間」があります。 

 「時間」「空間」「仲間」です。 

 関わり合うためには「時間」「空間」「仲間」が必要になります。 

 先ほどの、なかよし交流はいつもとは違う異学年の「仲間」と、「時間」「空間」を一緒に過ごすこ

とでした。特に低学年の子供たちには異学年交流は新鮮なようです。 

 

 学校での学びは学習時間とその間の休み時間や給食､登下校などの時間となります。コロナ禍以前は

どの時間も、「三つの間」を自然に、当然のように踏まえながら様々な行事等で過ごしていました。 

 コロナ禍となり、昨年度の当初はかなり学習活動にも制限がかかりました。今現在も緊急事態宣言

は解除されましたが、ソーシャルディスタンス、マスク着用等の制限はあります。 

 

 今、教室では、まだ互いの机の間を空けて過ごしています。給食の時間も食事中は黙食を行ってい

ます。（私の手元の辞書では「黙食」という言葉は載っていませんし、ワープロも最初の入力時は出し

てくれませんでした。）食事中に校内を回ってみると、校内は食器の音だけが聞こえてきます。子供た

ちがしっかりと今の決まりを守ってくれていることはありがたいことです。他者に対して必要なこと

ですから、「仲間」に対する思いやりの行動ができていると考えます。 

 また、朝礼も密を避けるためにオンラインにて昨年度から行っていますが、最近は集会もビンゴ、

くじ、イントロクイズ等、委員会の子供たちや担当の教員が工夫してオンラインで行うようになって

います。学習でも机の間を空けながらも３人、４人でグループを作り意見交換の場も再開し始めてい

ます。クラブ活動でも異学年交流を子供たちは楽しみ始めました。 

 徐々にですが、より「豊かな人間関係を築く」ために新型コロナに気を付けながら活動の種類を広

げていきます。 

 今月は一泊二日ではありますが６年生は移動教室に行きます。バスの乗車などについても例年とは

違う配慮が練馬区からもされています。子供たちにとって貴重な体験ができることをありがたく思い、

十分に気を付けながら進めます。 

 

 まだまだ制限はありますが、できる限りいろいろな「三つの間」が確保できて、安全に、安心して

過ごして行かれるように進めてまいります。また、世の中が安全、安心な方向に向かって行くことを

願います。 

 今月もどうぞよろしくお願い致します。 
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日 曜 11月の予定 日 曜 予定 日 曜 予定 

１ 月 
委員会 

ふれあい月間始 
11 木 

       SC 
21 日 

 

２ 火 
遠足４年  

安全指導 
12 金 

遠足３年   SC 

移動教室事前健診６年 
22 月 

クラブ 

３ 水 
文化の日 

13 土 
道徳授業地区公開講

座、講演会３ｈ 
23 火 

勤労感謝の日 

４ 木 
健康の日    SC 

クリーン運動   
14 日 

 
24 水 

教育会のため４時間

授業 

５ 金 
生活科見学２年 

15 月 
移動教室６年 

25 木 
       SC 

６ 土 
 

16 火 
移動教室６年 

26 金 
校区別協議会のため

５時間授業  SC 

７ 日 
 

17 水 
 

27 土 
 

８ 月 
クラブ  縄跳び週間 

18 木 
       SC 

28 日 
 

９ 火 
 

19 金 
       SC 

29 月 
クラブ 

10 水 
研究授業３年３組 

20 土 
 

30 火 
ふれあい月間終 

ふれあい月間 

◇１１月の予定 

 

生活指導主幹 中野 拓郎  

 11月は 2回目のふれあい月間です。今年度は、練馬区の児童全員が「いじめ防

止シンボルマーク」を作成し、いじめ防止への意識向上を図ることとなっています。 

いじめ防止シンボルマークの内容は 

・いじめをしている人が「もうやめよう」と思えるマーク 

・いじめられた人へ元気になるマーク 

・見て見ぬふりをしている人が勇気をもって行動しようと思えるマーク 

等です。 

11 月中に各学級で取り組みます。ご家庭でも、いじめ防止シンボルマークにつ

いて話題にしていただきますようお願い申し上げます。 

なお、お子様のことで何か気になることがございましたら、すぐに学校にご連絡

ください。学校全体で迅速に対応いたします。 

 

11月の避難訓練はショート訓練として、各学級で時間を設定し 2回行います。 


